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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
医療機関端末と、医療機関端末と通信接続が可能なサーバ装置とを備え、
サーバ装置が、
医療機関端末に第一広告情報を送信する第一広告情報送信手段と、
医療機関端末に、電子カルテとは異なる、医療に関するコンテンツ情報を送信するコンテ
ンツ情報送信手段と
を備え、
医療機関端末が、
サーバ装置から第一広告情報を受信する第一広告情報受信手段と、
第一広告情報受信手段により受信した第一広告情報をもとにした第一広告が掲載された第
一広告画面を表示装置に表示する第一広告表示手段と、
第一広告表示手段により第一広告画面が表示装置に表示されている状態において、電子カ
ルテ機能を実行するための電子カルテ画面の表示要求を受け付ける表示要求受付手段と、
表示要求受付手段により電子カルテ画面の表示要求が受け付けられると、第一広告表示手
段により表示された第一広告画面から切り替えて、電子カルテ画面を表示装置に表示する
電子カルテ表示手段と、
電子カルテ表示手段により表示された電子カルテ画面をもとに、ユーザからの入力操作に
応じて電子カルテ機能を実行する電子カルテ機能実行手段と、
サーバ装置から、コンテンツ情報を受信するコンテンツ情報受信手段と、
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コンテンツ情報受信手段により受信したコンテンツ情報を表示するとともに、第二広告が
掲載された、第一広告画面とは異なる、第二広告画面を表示する第二広告表示手段と
を備える、電子カルテシステム。
【請求項２】
医療機関端末が、
電子カルテ表示手段により電子カルテ画面が表示装置に表示されている状態において、最
後にユーザからの入力操作がなされてからの経過時間を計時する計時手段とを備え、
第一広告表示手段が、計時手段により計時された経過時間が所定の時間となると、電子カ
ルテ表示手段により表示された電子カルテ画面から切り替えて、第一広告画面を表示する
、請求項１に記載の電子カルテシステム。
【請求項３】
医療機関端末が、
ユーザを特定するための識別情報の入力を受け付ける識別情報受付手段と、
識別情報受付手段により受け付けられた識別情報をサーバ装置に送信する識別情報送信手
段とを備え、
サーバ装置が、
医療機関端末から識別情報を受信する識別情報受信手段と、
識別情報受信手段により受信した識別情報に応じて、第一広告情報を選択する第一広告情
報選択手段とを備え、
第一広告情報送信手段が、第一広告情報選択手段により選択された第一広告情報を送信す
る、請求項１又は２に記載の電子カルテシステム。
【請求項４】
サーバ装置が、
コンテンツ情報に関連した第二広告情報を選択する第二広告情報選択手段と、
医療機関端末に、第二広告情報選択手段により選択された第二広告情報を送信する第二広
告情報送信手段と
を備え、
医療機関端末が、
サーバ装置から、第二広告情報を受信する第二広告情報受信手段と、
コンテンツ情報受信手段により受信したコンテンツ情報を表示するとともに、第二広告情
報受信手段により受信した第二広告情報をもとにした第二広告が掲載された、第一広告画
面とは異なる、第二広告画面を表示する第二広告表示手段と
を備える、請求項１～３のいずれかに記載の電子カルテシステム。
【請求項５】
サーバ装置と通信接続が可能な医療機関端末であって、
サーバ装置から第一広告情報を受信する第一広告情報受信手段と、
第一広告情報受信手段により受信した第一広告情報をもとにした第一広告が掲載された第
一広告画面を表示装置に表示する第一広告表示手段と、
第一広告表示手段により第一広告画面が表示装置に表示されている状態において、電子カ
ルテ機能を実行するための電子カルテ画面の表示要求を受け付ける表示要求受付手段と、
表示要求受付手段により電子カルテ画面の表示要求が受け付けられると、第一広告表示手
段により表示された第一広告画面から切り替えて、電子カルテ画面を表示装置に表示する
電子カルテ表示手段と、
電子カルテ表示手段により表示された電子カルテ画面をもとに、ユーザからの入力操作に
応じて電子カルテ機能を実行する電子カルテ機能実行手段と、
サーバ装置から、電子カルテとは異なる、医療に関するコンテンツ情報を受信するコンテ
ンツ情報受信手段と、
コンテンツ情報受信手段により受信したコンテンツ情報を表示するとともに、第二広告が
掲載された、第一広告画面とは異なる、第二広告画面を表示する第二広告表示手段と
を備える、医療機関端末。
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【請求項６】
サーバ装置と通信接続が可能な医療機関端末において実行されるプログラムであって、
医療機関端末を、
サーバ装置から第一広告情報を受信する第一広告情報受信手段と、
第一広告情報受信手段により受信した第一広告情報をもとにした第一広告が掲載された第
一広告画面を表示装置に表示する第一広告表示手段と、
第一広告表示手段により第一広告画面が表示装置に表示されている状態において、電子カ
ルテ機能を実行するための電子カルテ画面の表示要求を受け付ける表示要求受付手段と、
表示要求受付手段により電子カルテ画面の表示要求が受け付けられると、第一広告表示手
段により表示された第一広告画面から切り替えて、電子カルテ画面を表示装置に表示する
電子カルテ表示手段と、
電子カルテ表示手段により表示された電子カルテ画面をもとに、ユーザからの入力操作に
応じて電子カルテ機能を実行する電子カルテ機能実行手段と、
サーバ装置から、電子カルテとは異なる、医療に関するコンテンツ情報を受信するコンテ
ンツ情報受信手段と、
コンテンツ情報受信手段により受信したコンテンツ情報を表示するとともに、第二広告が
掲載された、第一広告画面とは異なる、第二広告画面を表示する第二広告表示手段
として機能させる、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広告を掲載することが可能な電子カルテシステム、医療機関端末及びプログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医師や歯科医師は、患者の診療の経過を紙のカルテに記入していたが、近年、こ
れを電子情報として管理する電子カルテの導入が進められている。電子カルテは、紙のカ
ルテとは異なり、保管スペースを抑えることが可能であり、また、長期間保管をしたとし
てもカルテ上の文字や画像が劣化して判読できなくなるといった問題もない。また、電子
カルテに記録されたデータを検索することも可能であり、必要な情報を簡便に探し出すこ
とも可能である。このように、電子カルテは、従来の紙のカルテと比べ、メリットが多い
ものの、その導入のために費用がかかることもあり、まだまだ、十分に普及が進んでいる
とは言えない。
【０００３】
　電子カルテの普及を推進するため、医療機関が電子カルテを導入するための費用を低減
させる方法としては、例えば、電子カルテ上に広告を表示することが考えられる。電子カ
ルテを提供する企業が、広告費による収益を上げることができれば、その分、医療機関に
電子カルテを安価で提供することが可能となる。
【０００４】
　しかし、電子カルテを利用している画面に、例えば、医薬品などの広告が掲載されると
、本来であれば、患者にとって最適な医薬品が選択されるべきところを、広告の影響で、
適切な医薬が処方されない可能性がある。このような理由から、電子カルテの利用画面に
おいて広告を掲載することは好ましくなく、規制の対象となっていた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、このような課題を解決するためのものであり、ユーザに広告を提供しつつ、
広告の影響を与えずに、電子カルテを利用させることが可能な電子カルテシステムを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明は、医療機関端末と、医療機関端末と通信接続が可能なサーバ装置とを備え、サ
ーバ装置が、医療機関端末に広告情報を送信する広告情報送信手段とを備え、医療機関端
末が、サーバ装置から広告情報を受信する広告情報受信手段と、広告情報受信手段により
受信した広告情報をもとにした広告が掲載された広告画面を表示装置に表示する広告表示
手段と、広告表示手段により広告画面が表示装置に表示されている状態において、電子カ
ルテ機能を実行するための電子カルテ画面の表示要求を受け付ける表示要求受付手段と、
表示要求受付手段により電子カルテ画面の表示要求が受け付けられると、広告表示手段に
より表示された広告画面から切り替えて、電子カルテ画面を表示装置に表示する電子カル
テ表示手段と、電子カルテ表示手段により表示された電子カルテ画面をもとに、ユーザか
らの入力操作に応じて電子カルテ機能を実行する電子カルテ機能実行手段とを備える、電
子カルテシステムに関する。
【０００７】
　本発明では、電子カルテ機能を有する電子カルテ画面において、広告が掲載されること
がないため、広告の掲載を可能としつつも、医師等が電子カルテを利用しながら処方や処
置を行う際に、広告の影響を受けることなく、処方や処置を行うことができる。
【０００８】
　医療機関端末は、電子カルテ表示手段により電子カルテ画面が表示装置に表示されてい
る状態において、最後にユーザからの入力操作がなされてからの経過時間を計時する計時
手段とを備え、広告表示手段は、計時手段により計時された経過時間が所定の時間となる
と、電子カルテ表示手段により表示された電子カルテ画面から切り替えて、広告画面を表
示することが好ましい。
【０００９】
　電子カルテ機能を利用していない時間が所定時間を過ぎると、もとの広告画面に戻るた
め、ユーザに対する広告の露出頻度を増やすことができ、広告の効果を高めることができ
る。
【００１０】
　医療機関端末は、ユーザを特定するための識別情報の入力を受け付ける識別情報受付手
段と、識別情報受付手段により受け付けられた識別情報をサーバ装置に送信する識別情報
送信手段とを備え、サーバ装置が、医療機関端末から識別情報を受信する識別情報受信手
段と、識別情報受信手段により受信した識別情報に応じて、広告情報を選択する第一広告
情報選択手段とを備え、広告情報送信手段は、広告情報選択手段により選択された広告情
報を送信することが好ましい。
【００１１】
　医療機関端末を利用するユーザの属性に応じた広告を広告画面に表示することができる
ため、広告の効果を高めることができる。例えば、ユーザの職種（医師、歯科医師、看護
師など）、専門とする診療科目、医療機関の所在する地域等に応じて、広告の内容を変更
することができる。
【００１２】
　サーバ装置は、医療機関端末に、医療に関するコンテンツ情報を送信するコンテンツ情
報送信手段と、該コンテンツ情報に関連した広告情報を選択する第二広告情報選択手段と
を備え、広告情報送信手段が、第二広告情報選択手段により選択された広告情報を送信す
るものであり、医療機関端末は、サーバ装置から、コンテンツ情報を受信するコンテンツ
情報受信手段とを備え、広告表示手段が、コンテンツ情報受信手段により受信したコンテ
ンツ情報を表示するとともに、該コンテンツ情報に関連した広告情報をもとにした広告が
掲載された広告画面を表示することが好ましい。
【００１３】
　医療機関端末では、医療に関するコンテンツ（例えば、最新の疾病に関する研究成果や
、検査・手術に関するスキルや知識などについての専門医による講義に関するビデオコン
テンツや、医療従事者が診療において参考とする診断指針、治療指針、医薬品等に関する
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テキスト情報など）をサーバ装置から受信して閲覧することが可能であるが、この医療に
関するコンテンツとともに、このコンテンツに関連した広告が表示されるため、広告の効
果を高めることができる。
【００１４】
　本発明は、サーバ装置と通信接続が可能な医療機関端末であって、サーバ装置から広告
情報を受信する広告情報受信手段と、広告情報受信手段により受信した広告情報をもとに
した広告が掲載された広告画面を表示装置に表示する広告表示手段と、広告表示手段によ
り広告画面が表示装置に表示されている状態において、電子カルテ機能を実行するための
電子カルテ画面の表示要求を受け付ける表示要求受付手段と、表示要求受付手段により電
子カルテ画面の表示要求が受け付けられると、広告表示手段により表示された広告画面か
ら切り替えて、電子カルテ画面を表示装置に表示する電子カルテ表示手段と、電子カルテ
表示手段により表示された電子カルテ画面をもとに、ユーザからの入力操作に応じて電子
カルテ機能を実行する電子カルテ機能実行手段とを備える医療機関端末に関する。
【００１５】
　本発明は、サーバ装置と通信接続が可能な医療機関端末において実行されるプログラム
であって、医療機関端末を、サーバ装置から広告情報を受信する広告情報受信手段と、広
告情報受信手段により受信した広告情報をもとにした広告が掲載された広告画面を表示装
置に表示する広告表示手段と、広告表示手段により広告画面が表示装置に表示されている
状態において、電子カルテ機能を実行するための電子カルテ画面の表示要求を受け付ける
表示要求受付手段と、表示要求受付手段により電子カルテ画面の表示要求が受け付けられ
ると、広告表示手段により表示された広告画面から切り替えて、電子カルテ画面を表示装
置に表示する電子カルテ表示手段と、電子カルテ表示手段により表示された電子カルテ画
面をもとに、ユーザからの入力操作に応じて電子カルテ機能を実行する電子カルテ機能実
行手段として機能させる、プログラムに関する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態にかかる電子カルテシステムの構成を示すブロック図の一例
である。
【図２】本発明の実施の形態における医療機関端末の機能を説明するためのブロック図の
一例である。
【図３】本発明の実施の形態におけるサーバ装置の機能を説明するためのブロック図の一
例である。
【図４】本発明の実施の形態にかかる電子カルテシステムの広告表示処理のフローチャー
トの一例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態にかかるユーザデータベースの一例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態にかかる広告データベースの一例を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態にかかる広告画面の一例を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態にかかる電子カルテシステムの電子カルテ利用処理のフロー
チャートの一例を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態にかかる電子カルテシステムの広告表示処理のフローチャー
トの一例を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態にかかる広告データベースの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明の実施の形態について説明をするが、本発明の趣旨に反しない限り、本
発明は、実施の形態に記載された態様に限定されるものではない。図１は、本発明の実施
の形態にかかる電子カルテシステムの構成を示すブロック図の一例である。図示するよう
に、電子カルテシステムは、サーバ装置１、通信ネットワーク２及び医療機関端末３から
構成される。医療機関端末３は、本発明の電子カルテシステムを導入した医療機関毎に少
なくとも１台ずつ設けられることが好ましい。
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【００１８】
　サーバ装置１は、制御部１１、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）
１２、ハードディスク・ドライブ（ＨＤＤ）１３、及び、通信インターフェイス１４から
なり、それぞれ内部バスにより接続されている。通信インターフェイス１４は、通信ネッ
トワーク２を介して後述する医療機関端末３と接続されている。
【００１９】
　制御部１１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）やＲＯＭ
（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）から構成される。制御部１１は、ＨＤＤ１３に格
納されたプログラムを実行し、サーバ装置１の制御を行なう。ＲＡＭ１２は、制御部１１
のワークエリアである。ＨＤＤ１３は、プログラムやデータを保存するための記憶領域で
ある。電子カルテシステムの実行に必要なプログラムやデータは、ＨＤＤ１３などから読
み出され、ＲＡＭ１２にロードされる。
【００２０】
　制御部１１は、電子カルテシステムにおける各種処理の実行に必要なプログラム及びデ
ータをＲＡＭ１２から読み出して処理を行なう。制御部１１は、ＲＡＭ１２にロードされ
たプログラム及びデータを処理することで、医療機関端末３に送信するデータを生成し、
通信インターフェイス１４から通信ネットワーク２を介してデータを送信する。また、必
要に応じて、医療機関端末３から通信インターフェイス１４が受信したデータや制御部１
１が処理したデータは、ＨＤＤ１３に記憶される。
【００２１】
　通信インターフェイス１４は、通信ネットワーク２を介して医療機関端末３の通信イン
ターフェイス３６と接続することにより、情報の送受信を行う。
【００２２】
　通信ネットワーク２は、サーバ装置１と医療機関端末３とを接続できるものであれば、
インターネット、専用回線等どのようなものであっても良いが、送受信される情報の機密
保持の観点から、ＶＰＮ接続等の第三者への情報漏洩を防ぐことのできる通信方法を用い
た通信ネットワークであることが好ましい。
【００２３】
　医療機関端末３は、制御部３１、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ
）３２、ハードディスク・ドライブ（ＨＤＤ）３３、入力装置３４、表示装置３５、通信
インターフェイス３６からなり、それぞれ内部バスにより接続されている。表示装置３５
には、表示画面３５ａが設けられている。
【００２４】
　制御部３１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）やＲＯＭ
（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）から構成される。制御部３１は、ＨＤＤ３３に格
納されたプログラムを実行し、医療機関端末３の制御を行なう。ＲＡＭ３２は、制御部３
１のワークエリアである。ＨＤＤ３３は、プログラムやデータを保存するための記憶領域
である。医療機関端末３における各種処理の実行に必要なプログラムやデータは、ＨＤＤ
３３、通信ネットワーク２を介してサーバ装置１からデータを受信した通信インターフェ
イス３６、入力装置３４などから読み出され、ＲＡＭ３２にロードされる。
【００２５】
　制御部３１は、医療機関端末３における各種処理の実行に必要なプログラム及びデータ
をＲＡＭ３２から読み出して処理を行なう。制御部３１は、ＲＡＭ３２にロードされたプ
ログラム及びデータを処理することで、サーバ装置１に送信するデータを生成し、通信イ
ンターフェイス３６から通信ネットワーク２を介してデータを送信する。
【００２６】
　入力装置３４には、マウスやキーボード、タッチパネル等といった入力デバイスが具備
されており、ユーザである医療従事者（例えば、医師、歯科医師、看護師など）からの操
作入力や情報入力が受け付けられる。
【００２７】
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　表示装置３５は、液晶画面、ＣＲＴ、電子ペーパー等の診療情報を表示するための表示
画面３５ａを具備する。医療機関端末３の表示画面３５ａは、複数設けられていても良い
。制御部３１が処理したデータは、必要に応じて、表示装置３５の表示画面３５ａに表示
される。
【００２８】
　通信インターフェイス３６は、通信ネットワーク２を介してサーバ装置１の通信インタ
ーフェイス１４と接続することにより、情報の送受信を行う。
【００２９】
　図２は、本発明の実施の形態における医療機関端末の機能を説明するためのブロック図
の一例である。本発明における医療機関端末３は、広告情報受信機能４１、広告表示機能
４２、表示要求受付機能４３、電子カルテ表示機能４４、電子カルテ機能実行機能４５、
計時機能４６、識別情報受付機能４７、識別情報送信機能４８及びコンテンツ情報受信機
能４９を備える。制御部３１により、これらの機能の実行が制御される。
【００３０】
　図３は、本発明の実施の形態におけるサーバ装置の機能を説明するためのブロック図の
一例である。本発明におけるサーバ装置１は、広告情報送信機能５１、識別情報受信機能
５２、広告情報選択機能５３及びコンテンツ情報送信機能５４を備える。制御部１１によ
り、これらの機能の実行が制御される。
【００３１】
　サーバ装置１の広告情報送信機能５１は、医療機関端末３へ広告情報を送信する機能を
有する。医療機関端末３の広告情報受信機能４１は、サーバ装置１から広告情報を受信す
る機能を有する。医療機関端末３にて電子カルテシステムが起動すると、医療機関端末３
がサーバ装置１へアクセスを行い、サーバ装置１から広告情報受信機能４１にて、広告情
報を受信する。広告表示機能４２は、広告情報受信機能４１により受信した広告情報に対
応する広告が掲載された広告画面を、表示装置３５に表示する機能を有する。
【００３２】
　医療機関端末３の表示要求受付機能４３は、広告表示機能４２により広告画面が、表示
装置３５にて表示されている状態において、電子カルテ機能を実行するための電子カルテ
画面の表示要求を受け付ける機能を有する。電子カルテ画面の表示要求の受け付けは、ユ
ーザからの入力装置３４への入力操作により実行される場合だけでなく、例えば、医療機
関端末３にて、電子カルテシステムにログインをして、広告画面が表示装置に表示されて
から所定の時間が経過したことに応じて、サーバ装置１又は医療機関端末３にて表示要求
が実行される場合も含まれる。
【００３３】
　医療機関端末３の電子カルテ表示機能４４は、表示要求受付機能４３により電子カルテ
画面の表示要求が受け付けられると、広告画面から切り替えて、電子カルテ画面を表示装
置３５に表示する機能を有する。
【００３４】
　電子カルテ機能実行機能４５は、電子カルテ表示機能４４により表示された電子カルテ
画面をもとに、ユーザからの入力装置３４への入力操作に応じて電子カルテ機能を実行す
る機能を有する。電子カルテ機能実行機能４５により、患者の過去の診療データを閲覧し
たり、処方・処置についての情報入力を実行することが可能である。
【００３５】
　また、医療機関端末３の計時機能４６は、電子カルテ画面が表示装置３５に表示されて
いる状態において、最後にユーザからの入力装置３４への入力操作がなされてからの経過
時間を計時する機能を有している。広告表示機能４２は、計時機能４６により計時された
経過時間が所定の時間となると、電子カルテ表示機能４４により表示された電子カルテ画
面から切り替えて、広告画面を表示装置３５に表示する機能を有していてもよい。
【００３６】
　ところで、医療機関端末３が電子カルテシステムを起動する際には、医療機関端末３の
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識別情報受付機能４７及び識別情報送信機能４８が実行される。医療機関端末３の識別情
報受付機能４７は、ユーザを特定するための識別情報（例えば、ユーザＩＤ）をユーザの
入力操作により受け付ける機能を有する。識別情報送信機能４８は、識別情報受付機能４
７により受け付けられた識別情報をサーバ装置に送信する機能を有する。
【００３７】
　一方、サーバ装置１の識別情報受信機能５２は、医療機関端末３から識別情報を受信す
る機能を有する。サーバ装置１では、受信した識別情報が適正なものであるかの判定を行
い、適正なものであると判定された場合にのみ、医療機関端末３によるサーバ装置１への
アクセスを許可する。
【００３８】
　広告情報選択機能５３は、識別情報受信機能５２により受信した識別情報に応じて、広
告情報を選択する機能を有する。受信した識別情報に応じて、医療機関端末３を利用して
いるユーザの属性を特定することが可能であり、予め設定されたユーザの属性と広告情報
の対応関係に従って、特定されたユーザの属性に対応する広告情報が選択される。
【００３９】
　広告情報選択機能５３により選択された広告情報は、広告情報送信機能５１により医療
機関端末３へ送信される。医療機関端末３では、広告情報受信機能４１にて選択された広
告情報を受信し、該広告情報に基づいて、広告が掲載された広告画面を表示装置３５に表
示する。
【００４０】
　また、医療機関端末３では、医療に関するコンテンツをサーバ装置１から受信して閲覧
することが可能である。サーバ装置１のコンテンツ情報送信機能５４は、医療機関端末３
に対して、医療に関するコンテンツ情報を送信する機能を有する。この際、広告情報選択
機能５３は、コンテンツ情報送信機能５４により送信したコンテンツ情報に関連した広告
情報を選択する機能を有していてもよい。広告情報送信機能５１は、コンテンツ情報送信
機能５４により選択された広告情報を医療機関端末３に送信する。
【００４１】
　医療機関端末３のコンテンツ情報受信機能４９は、サーバ装置１から、広告情報に関連
したコンテンツ情報を受信する機能を有する。広告表示機能４２は、コンテンツ情報受信
機能４９にて受信したコンテンツ情報とともに、該コンテンツ情報に関連した広告情報を
もとにした広告が掲載された広告画面を表示する。
【００４２】
　次に、本発明の電子カルテシステムにおける広告表示処理について説明する。図４は、
本発明の実施の形態にかかる電子カルテシステムにおける広告表示処理のフローチャート
の一例を示す図である。
【００４３】
　まず、ユーザが医療機関端末３を操作することでサーバ装置１にアクセスし、電子カル
テシステムへのログインを実行する。ユーザはログインをする際に、ユーザ毎に割り当て
られているユーザＩＤとパスワードを入力する（ステップＳ１）。ユーザＩＤは、医療機
関毎に１つのユーザＩＤを発行してもよく、利用者や診療科ごとに複数のユーザＩＤを発
行することも可能である。
【００４４】
　ステップＳ１において、ユーザＩＤとパスワードが入力されると、これらの情報がサー
バ装置１へ送信される（ステップＳ２）。サーバ装置１にて、ユーザＩＤとパスワードを
受信する（ステップＳ３）。サーバ装置１にて受信したユーザＩＤとパスワードが対応す
るものである場合は、ログインが実行される（ステップＳ４）。ユーザＩＤ又はパスワー
ドが適正なものでない場合は、エラーメッセージが表示され、ログインを実行することが
できない。
【００４５】
　次に、ステップＳ３で受信したユーザＩＤをもとに、後述するように、広告情報の選択
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のもととなるユーザの属性が特定される（ステップＳ５）。図５は、本発明の実施の形態
にかかるユーザデータベースの一例を示す図である。図５に示すように、サーバ装置１に
備えられたユーザデータベース６０には、ユーザＩＤ６１と関連付けて、例えば、ユーザ
の所属する医療機関６２、職種６３、専門とする診療科目６４、医療機関の所在する地域
６５などが記憶されている。ユーザデータベース６０を参照して、ステップＳ３にて受信
したユーザＩＤ６１に対応するユーザの属性を特定することができる。
【００４６】
　次に、ステップＳ５にて特定されたユーザの属性及び広告データベースに基づいて、医
療機関端末３にて表示させる広告を生成するための広告情報が選択される（ステップＳ６
）。図６は、本発明の実施の形態にかかる広告データベースの一例を示す図である。図６
に示すように、医療機関端末３に表示される広告について、複数の広告情報が予め広告デ
ータベース７０に登録されており、これら複数の広告情報７１と、それぞれの広告に適し
たユーザの属性７２の対応関係が予め定められている。ステップＳ５にて特定されたユー
ザの属性をもとに、この対応関係にしたがって、広告情報が選択される。
【００４７】
　例えば、ステップＳ５にて特定されたユーザの属性が、医師である場合は、広告データ
ベース７０を参照して広告情報Ａが選択され、歯科医師である場合は広告情報Ｂが選択さ
れる。一般的に、職種に応じて、興味を引く広告の内容（広告対象となる商品やサービス
、キャッチコピーなど）も異なる傾向にあるため、ユーザの属性に応じた広告を提供する
ことで、広告の効果を高めることができる。
【００４８】
　ステップＳ６にて広告情報が選択されると、選択された広告情報がサーバ装置１から医
療機関端末３へ送信される（ステップＳ７）。医療機関端末３では、サーバ装置１から広
告情報を受信し（ステップＳ８）、受信した広告情報をもとに、該広告情報に対応する広
告が掲載された広告画面が生成され（ステップＳ９）、生成された広告画面が表示装置３
５に表示される（ステップＳ１０）。これらステップＳ１～Ｓ１０を経ることで、広告表
示処理が終了する。
【００４９】
　次に、ステップＳ１０において表示される広告画面について、説明する。この広告画面
においては、電子カルテ機能を利用することはできない。
【００５０】
　図７は、本発明の実施の形態にかかる広告画面の一例を示す図である。図７に示すよう
に、広告画面８０の中央より右上側には、電子カルテ機能を開始するための開始ボタン８
１が設けられている。開始ボタン８１には、例えば「カルテを開始する」といった表示が
される。ユーザは、入力装置３４によりカーソルを開始ボタン８１上に移動させて、クリ
ックする等の操作をすることで、電子カルテ機能の利用が可能となる。
【００５１】
　開始ボタン８１の下側には、広告を表示するための領域が設けられており、複数の広告
８２ａ～８２ｃが表示されている。広告８２ａ～８２ｃで表示された広告は、ステップＳ
６にて選択された広告情報に対応する広告が表示されている。ユーザは入力装置３４を操
作して、広告８２ａ～８２ｃのいずれかを選択することで、それぞれの広告８２に予め貼
られたリンク先のＵＲＬへアクセスすることが可能となる。リンク先のＵＲＬは、電子カ
ルテシステムの外部のウェブサイトのＵＲＬであってもよい。
【００５２】
　また、広告画面８０の中央には、閲覧が可能なビデオコンテンツ８３が表示されている
。例えば、図７では、３種類のビデオコンテンツ８３が表示されている。ビデオコンテン
ツ８３は、例えば、医師が、最新の疾病に関する研究成果や、検査・手術に関するスキル
や知識などについての専門医による講義を動画で閲覧することが可能である。ビデオコン
テンツ８３は、ビデオコンテンツの１シーンが表示された画像８３ａ、ビデオコンテンツ
のタイトル８３ｂ、ビデオコンテンツの出演者名８３ｃから構成される。
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【００５３】
　また、広告画面８０の中央より下側、ビデオコンテンツの下側には、医療に関するニュ
ース一覧８４が表示されている。ニュース一覧８４は、ニュースの発信日８４ａと、ニュ
ースタイトル８４ｂから構成される。ニュースタイトル８４ｂのいずれかを、入力装置３
４を操作して選択すると、各ニュースの記事を閲覧することのできる、外部のウェブサイ
トへアクセスすることができる。ニュース一覧８４に掲載されるニュースは、定期的に更
新され、新しいものが追加されていく。
【００５４】
　このように、本発明の実施の形態にかかる電子カルテシステムは、電子カルテの利用を
開始する前に、利用者が広告を見ることができるだけでなく、医療に関するビデオコンテ
ンツやニュースを閲覧することができるため、医師等の医療従事者の知識やスキル等の向
上を総合的に支援することができる。
【００５５】
　次に、電子カルテ画面を表示させて、電子カルテ機能の利用を開始してから、広告画面
に表示が切り換えられるまでの電子カルテ利用処理について説明する。図８は、本発明の
実施の形態にかかる電子カルテシステムの電子カルテ利用処理のフローチャートの一例を
示す図である。
【００５６】
　まず、ステップＳ１０において表示される広告画面が表示されている状態において、図
７に示すような、電子カルテ機能の開始ボタン８１を選択することで、電子カルテ画面が
表示される（ステップＳ１１）。ユーザは、電子カルテ画面にて、患者のレセプト病名、
診療録、処方、画像診断、検査等の各項目の内容を確認したり、確定診断や処方を行うな
ど、電子カルテ機能を利用する（ステップＳ１２）。
【００５７】
　ユーザの入力装置３４への入力操作が行われると、入力操作が行われてからの経過時間
の計時が開始される（ステップＳ１３）。計時を開始してから、予め定められた所定の時
間が経過するまでに、入力装置３４への入力操作が行われた場合は（ステップＳ１４にて
ＹＥＳ）、再度、ステップＳ１２において、電子カルテ機能が利用されることになる。新
たに入力操作が行われた場合は、前に行われた入力操作からの経過時間の計時は終了し、
新たな入力操作が行われてからの経過時間の計時が開始されることになる。このようにし
て、最後の入力操作が行われてからの経過時間が所定の時間となるまで、ステップＳ１２
～Ｓ１４までの処理が繰り返し実行される。
【００５８】
　一方、所定の時間が経過するまでに入力装置３４への入力操作が行われなかった場合は
（ステップＳ１４にてＮＯ）、電子カルテ画面から表示の切り替えが起こり、広告画面８
０が表示される（ステップＳ１５）と、電子カルテ利用処理が終了する。広告画面８０に
おいて、再度、開始ボタン８１を選択した場合は、電子カルテ機能を利用することができ
る。
【００５９】
　ステップＳ１５における広告画面８０への表示の切り替えの際には、表示の切り替え要
求が医療機関端末３からサーバ装置１へ送信され、サーバ装置１にて表示の切り替え要求
を受信すると、ステップＳ６～Ｓ１０までの処理が、再度、実行される。すなわち、ユー
ザの属性をもとに、ユーザの属性及び広告データベース７０に基づいて広告情報が選択さ
れ、選択された広告情報がサーバ装置１から医療機関端末３に送信され、さらに、医療機
関端末３では広告情報を受信して、受信した広告情報をもとに広告画面を生成し、表示装
置３５に広告画面が表示される。したがって、広告画面が新たに表示されるたびに、異な
る広告がランダムに表示される。
【００６０】
　次に、本発明の電子カルテシステムにおける、図４にて説明した広告表示処理とは異な
る別の形態の広告表示処理について説明する。ユーザは、図４におけるステップＳ１～Ｓ
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４までの処理を実行することで、電子カルテシステムにログインをすることが可能である
が、ログイン後、電子カルテ機能を利用せずに、最新の疾病に関する研究成果や、検査・
手術に関するスキルや知識などについての専門医の講義に関するビデオコンテンツや、医
療従事者が診療において参考とする診断指針、治療指針、医薬品等に関するテキスト情報
（以下、診療支援情報という）を閲覧することが可能である。
【００６１】
　診断指針に関する情報とは、医療従事者が診断を下す際に参考とするもので、例えば、
症状に応じた診断のチェックポイント、鑑別のポイント、処置などの情報をいう。また、
治療指針に関するもので、診断に基づいて治療方針を決定する際に参考とするもので、例
えば、疾病ごとの治療方法や処方例などの情報をいう。医薬品に関する情報とは、患者に
処方する医薬品に関する情報であり、例えば、医薬品の組成・剤形・容量、用量、効能な
どに関する情報をいう。
【００６２】
　図９は、本発明の実施の形態にかかる電子カルテシステムにおける広告表示処理のフロ
ーチャートの一例を示す図である。まず、ログイン後、医療機関端末３の表示画面に表示
されたアイコン等を選択するなどの操作指示が行われることで、ビデオコンテンツや診療
支援情報などのコンテンツの中から、ユーザが希望するコンテンツについての閲覧要求が
受け付けられる（ステップＳ２１）。医療機関端末３で受け付けられたコンテンツの閲覧
要求はサーバ装置１に送信される（ステップＳ２２）。
【００６３】
　コンテンツの閲覧要求をサーバ装置１にて受信すると（ステップＳ２３）、閲覧要求の
対象となっているコンテンツに応じた広告情報が選択される（ステップＳ２４）。図１０
は、本発明の実施の形態にかかる広告データベースの一例を示す図である。図１０に示す
ように、医療機関端末３に表示される広告について、複数の広告情報が予め広告データベ
ース７５に登録されており、これら複数の広告情報７６と、コンテンツ情報７７との対応
関係が予め定められている。ステップＳ２３にて受信された閲覧要求の対象となっている
コンテンツをもとに、この対応関係にしたがって、広告情報が選択される。
【００６４】
　ステップＳ２４にて広告情報が選択されると、閲覧要求がなされたコンテンツに関する
コンテンツ情報と、選択された広告情報がサーバ装置１から医療機関端末３へ送信される
（ステップＳ２５）。医療機関端末３では、サーバ装置１からコンテンツ情報と広告情報
を受信し（ステップＳ２６）、受信したコンテンツ情報をもとに対応するコンテンツが掲
載され、且つ、受信した広告情報をもとに対応する広告が掲載された画面が生成され（ス
テップＳ２７）、生成された画面が表示装置３５に表示される（ステップＳ２８）。これ
らステップＳ２１～Ｓ２８を経ることで、広告表示処理が終了する。
【００６５】
　図１０の広告データベース７５では、例えば、コンテンツ情報７７として、糖尿病の検
査に関するビデオコンテンツと、広告情報７６として、その検査に用いられる装置に関す
る広告情報Ｘが関連付けて登録されており、医療機関端末３にて糖尿病の検査に関するビ
デオコンテンツＡを閲覧する際に、表示画面の動画が表示されている領域とは別に、例え
ば、その領域の下側に、糖尿病の検査に用いられる装置に関する広告が表示される。また
、広告データベース７５では、例えば、コンテンツ情報７７として、医薬品Ｃに関する情
報（組成・剤形・容量、用量、効能などに関する情報）と、広告情報７６として、医薬品
Ｃに関する広告情報Ｚが関連付けて登録されており、医療機関端末３にて医薬品Ａに関す
る情報を閲覧する際に、表示画面の動画が表示されている領域とは別に、例えば、その領
域の下側に、医薬品Ａに関する広告が表示される。
【符号の説明】
【００６６】
　　１　　　　サーバ装置
　　１１　　　制御部
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　　１２　　　ＲＡＭ
　　１３　　　ＨＤＤ
　　１４　　　通信インターフェイス
　　２　　　　通信ネットワーク
　　３　　　　医療機関端末
　　３１　　　制御部
　　３２　　　ＲＡＭ
　　３３　　　ＨＤＤ
　　３４　　　入力装置
　　３５　　　表示装置
　　３６　　　通信インターフェイス
　　６０　　　ユーザデータベース
　　７０　　　広告データベース
　　８０　　　広告画面
　　８１　　　開始ボタン
　　８２　　　広告
　　８３　　　ビデオコンテンツ
　　８４　　　ニュース一覧

【図１】 【図２】
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【図５】
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